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平成２９年５月２５日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 更正処分取消等、徴収処分取消等請求控訴事件（原

審 東京地方裁判所平成●●年（○○）第●●号、平成●●年（○○）第●●号） 

口頭弁論終結日 平成２９年３月９日 

 

判     決 

控訴人        Ｘ 

被控訴人       国 

処分行政庁      目黒税務署長 

処分行政庁      東京国税局長 

 

主     文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。  

２ 目黒税務署長が平成２５年２月２７日付けで控訴人に対してした平成２１年

分の所得税についての更正処分（以下「本件更正処分１」という。）のうち納付

すべき税額１０７８万０７００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定

処分（以下「本件賦課決定処分１」という。）を取り消す。 

３ 目黒税務署長が平成２５年２月２７日付けで控訴人に対してした平成２２年

分の所得税についての更正処分（以下「本件更正処分２」といい、本件更正処

分１と併せて「本件各更正処分」という。）のうち納付すべき税額１０３３万５

７００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分（以下「本件賦課決
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定処分２」といい、本件賦課決定処分１と併せて「本件各賦課決定処分」とい

う。）を取り消す。 

４ 東京国税局長が平成２５年１１月６日付けで控訴人に対してした平成２１年

分及び平成２２年分の納税の猶予の不許可処分（以下「本件不許可処分」とい

う。）を取り消す。 

５ 東京国税局長が平成２５年１１月２１日付けで控訴人に対してした次の各差

押処分（以下「本件各差押処分」という。）を取り消す。  

（１） 原判決別紙１物件目録記載１ないし３の各土地及び同記載４の建物に対

する差押処分 

（２） 原判決別紙１物件目録記載５の土地及び同記載６の建物に対する差押処

分 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、デンマーク王国（以下「デンマーク」という。）で設立された法人の

発行済株式を１００％保有していた控訴人が、租税特別措置法（平成２１年法

律第１３号による改正前のもの。以下「措置法」という。）４０条の４の規定に

よる所得の課税の特例（以下、この特例による課税の制度を「外国子会社合算

税制」という。）が適用されないものとして平成２１年分及び平成２２年分（以

下「本件各係争年分」という。）の所得税の確定申告をしたところ、目黒税務署

長が、控訴人の所得について外国子会社合算税制が適用され、同条１項に規定

する課税対象留保金額に相当する金額を控訴人の雑所得に算入すべきであると

して、控訴人に対し本件各更正処分及び本件各賦課決定処分（以下、併せて「本

件各処分」という。）をしたため、控訴人が、被控訴人に対し、本件各更正処分

の一部及び本件各賦課決定処分の取消し並びに本件各処分がいずれも存在しな

いことの確認を求めるとともに、控訴人が本件各処分に基づく納税の猶予を申

請したところ、東京国税局長がこれを許可しない旨の本件不許可処分をし、さ

らに、東京国税局長が控訴人に対し徴税手続として本件各差押処分をしたこと
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から、本件不許可処分及び本件各差押処分（以下、併せて「本件各徴収処分」

という。）の取消しを求める事案である。 

原審は、控訴人の請求をいずれも棄却したところ、控訴人は、本件各処分が

いずれも存在しないことの確認を求める請求以外の各請求について、本件控訴

を提起した。 

２ 関係法令の定め、前提事実、本件各処分の根拠及び適法性に関する当事者の

主張、争点並びに争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記３の

とおり当審における当事者の補充主張を付加するほかは、原判決の「事実及び

理由」第２の１ないし５に記載のとおりであるから、これを引用する。  

（原判決の補正） 

（１） 原判決別紙２・４３頁１９行目の「租税特別措置法（以下「措置法」と

いう。）」を「措置法」と改め、同頁２２行目の「（平成２１年法律第１３号

による改正前のもの。以下同じ。）」を削り、同別紙４７頁１９行目の「な

らない」の次に「。」を加える。 

（２） 原判決４頁１行目冒頭から同頁８行目末尾までを次のとおり改める。 

「ア Ａ有限責任会社（Ａ。なお、同社は、２００８年（平成２０年）２月１

９日、Ｂ有限責任会社（Ｂ）から商号変更した。以下「Ａ社」という。）

は、１９８７年（昭和６２年）に、デンマークにおいて、通商産業を営み、

不動産を取得することを事業目的として設立された有限責任会社であり、

２０１１年（平成２３年）１１月●日に解散した（乙Ａ１０）。 

控訴人は、Ａ社の設立時から解散までの間、同社の発行済株式の全てを

保有していた（乙Ａ１１、弁論の全趣旨）。」 

（３） 同４頁１０行目の「目的として」の次に「１９７２年（昭和４７年）に」

を加える。 

（４） 同４頁１１行目末尾の次に「Ｃ社は、デンマーク、ノルウェー王国、フ

ィンランド共和国等北欧、ロシア連邦、ハンガリー、チェコ共和国等中欧、
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アメリカ合衆国、ブラジル連邦共和国及び日本等世界約１４か国に所在す

る子会社がグループを構成し、当該グループ全体として旅行代理店業務を

営んでいた。（甲Ａ３）」を加える。 

（５） 同４頁１８行目の「目的として」の次に「１９８２年（昭和５７年）に」

を、同頁２０行目末尾の次に「（甲Ａ３）」をそれぞれ加える。 

（６） 同４頁２２行目の「目的として」から同行目末尾までを「目的として１

９７９年（昭和５４年）に設立された株式会社であり、２０１０年（平成

２２年）９月●日にＡ社に吸収合併されることにより解散した（甲Ａ３）。」

と改める。 

（７） 同５頁８行目冒頭から１０行目までを次のとおり改める。 

「カ Ｃ社の株式は、控訴人のほか、Ｈ及びフィンランド人の従業員がそれ

ぞれ保有していたが、控訴人は、フィンランド人の従業員が辞めた際やＨ

が引退した際に同人らが保有していた株式を買い取り、１９９９年（平成

１１年）頃までにＣ社の発行済株式のほぼ全てを保有するようになった。

同年、Ａ社は増資するなどして、Ｃ社、Ｆ社及びＧ社の株式を取得し、こ

れらの会社の親会社となった。（甲Ａ３、１８、乙Ａ１０、１６）」 

（８） 同５頁２０行目末尾の次に改行の上、以下を加える。 

「ケ 控訴人は、２００７年（平成１９年）１２月５日、日本に入国し、２

００８年（平成２０年）２月７日に出国した。この間である同年１月●日、

先妻のｇ（以下「ｇ」という。）を亡くした。（甲Ａ１８、乙Ａ２２、控訴

人本人）」 

（９） 同５頁２１行目の「ケ」を「コ」と改める。 

（10） 同６頁４行目冒頭から同行目末尾までを次のとおり改める。 

「サ 控訴人は、２００８年（平成２０年）２月１日から２０１１年（平成２

３年）１０月２日までの間（以下、この期間を「本件居住者期間」という。）、

別表「控訴人の日本滞在日数一覧表」（以下「滞在日数一覧表」という。）
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記載のとおり我が国に滞在した。この間である２００９年（平成２１年）

１０月２８日、控訴人は、現在の妻であるｈ（以下「ｈ」という。）と結

婚した。（乙Ａ２２、４２）。」 

（11） 同６頁５行目の「サ」を「シ」と、同頁９行目冒頭の「シ」を「ス」と

それぞれ改め、同頁１４行目の「ス」を削る。 

（12） 同７頁５行目の「甲Ａ２、」の次に「甲Ａ３、」を加える。 

（13） 同７頁２０行目の「Ｋ」を「Ｋ」と、同行目及び同頁２４行目の「Ｋ主

査」を「Ｋ主査」と、同頁２１行目の「本件各確定申告書等に」を「本件

各確定申告書等の」とそれぞれ改め、同頁２３行目の「依頼した」の次に

「（乙Ａ１６）」を加える。 

（14） 同８頁３行目の「をした」の次に「（甲Ａ１５の１の１ないし３、乙Ａ８

の１及び２、乙Ａ１６）」を加える。 

（15） 原判決別紙３・４９頁１９行目の「拠出型企 業年金」を「拠出型企業

年金」と改める。 

（16） 同別紙３・５０頁１４行目の「国税通則法」の次に「（平成２３年法律１

１９号による改正前のもの。以下「通則法」という。）」を加える。 

（17） 原判決９頁２５行目冒頭から同頁２６行目末尾までを次のとおり改める。 

「（３） 本件更正処分１における一時所得の認定は適法か。 

（４） 本件調査は違法であって、本件各処分は取り消されるべきか。」 

（18） 同１０頁１行目の「（４）」を「（５）」と改める。 

（19） 同１３頁１３行目末尾の次に改行の上、以下を加える。 

「 なお、控訴人は、Ａ社に関する所得について、デンマークにおいて出国

税という形で租税負担をしており、措置法４０条の４第１項の規定が適用

された場合には、基本的に同じ課税標準に対して同じ納税者が２回課税を

受けていることになるから、二重課税となって不当である旨主張する。し

かしながら、デンマークの出国税が課された２０００年（平成１２年）当
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時とＣ社の株式が譲渡された２００８年（平成２０年）当時におけるＡ社

の株式含み益には、相当額の開きがあり、また、当該各含み益が全く同一

の要素で構成されたものともいえないのであるから、控訴人の本件各係争

年分の所得税に措置法４０条の４第１項が適用されて課税されることが二

重課税であるとはいえない。さらに、控訴人に課税された出国税は、２０

００年（平成１２年）に課税標準や税額が算定されたものの、納税が猶予

され、控訴人が当該税額を完納したのは、２０１１年（平成２３年）１１

月であるから、少なくとも、本件各係争年分において、控訴人が主張する

ような二重課税は発生していない。」 

（20） 同１４頁２５行目の「以前に」を「より前である平成２０年２月１日以

前に」と改める。 

（21） 同頁２６行目の「原告は、」から同１５頁１行目末尾までを「控訴人は、

ｇが亡くなるなどの諸事情により、日本での滞在日数が多くなった。」と改

める。 

（22） 同１５頁２行目の「このように」から同頁５行目の「ならないから」ま

でを「措置法４０条の４第１項は、非居住者が、外国において会社を設立

し、そこで利益を上げて、当該利益を当該会社に留保してあるという状況

にあり、かつ、当該非居住者が当該外国において利益を発生させた時点よ

り以後の時点において、我が国の居住者の地位にあることとなったという

状態などは全く想定していないのであり、このような場合に、控訴人が居

住者の地位にあるとされるとしても、居住者たる地位を取得する以前に非

居住者として外国で上げた利益について、日本国の課税権が及ぶことはあ

り得ないといわなければならないから」と改める。 

（23） 同１５頁１８行目末尾の次に改行の上、以下を加える。 

「ウ また、控訴人が●年（昭和●年）以降約４２年間にわたり非居住者で

あった事実及びＡ社が日本国外で収益を生み出していた事実については
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争いがないにもかかわらず、本件居住者期間である約３年８か月間、控

訴人が居住者であったと認定し、措置法施行令２５条の２４第１項の存

在を奇貨として、たまたま本件居住者期間に実現したキャピタル・ゲイ

ンに対して課税をすることは、たまたま一時的な居住地が変わったこと

によって課税対象財産の範囲を異にする取扱いを認めることになるもの

であって、不当である。」 

（24） 同１７頁８行目末尾の次に改行の上、以下を加える。 

「ウ 控訴人はＡ社の主たる事業が何であるかを明確にしていないが、仮に、

Ｆ社のバス事業への関与又はＧ社の在庫品の処分がＡ社の主たる事業で 

あると主張するものであるとしても、本件各事業年度において、Ｆ社からの収

入は当該バス事業に係るものはなく、同社への貸付けによる受取利息のみ

であり、また、Ｇ社からの収入は、同社の商品の販売の代理又は仲介手数

料のみであって、これらの収入がＡ社の株式の保有に係る収益と比較して

僅少であることは明白である。 

なお、控訴人は、Ａ社が数名の従業員に賃金を支払っていたなどと事業

の実体があった旨主張するが、被控訴人も、同社に事業の実体があったこ

とを否定するものではなく、同社の主たる事業が株式の保有であることか

ら事業基準を満たさない旨主張しているものである。したがって、控訴人

の上記主張は失当である。」 

（25） 同１７頁１０行目の「実態基準」を「実体基準」と改める。 

（26） 同１８頁１行目冒頭から５行目末尾までを次のとおり改める。 

   「 また、平成２１年１２月期に計上されたＡ社のその他営業利益（原

判決別表４の①欄の１０８０万９７５６ＤＫＫ）は、Ｃ社株式のうち２

０％の売却収入であることには違いない。しかしながら、本件株式譲渡

契約自体は平成２０年１月２２日に行われ、Ａ社は同月中に８０％分に

ついて代金を受領したものの、残り２０％分について、２００９年（平
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成２１年）の株式会社ｉ（以下「ｉ」という。）の利益すなわち控訴人

の労務の結果に応じて代金額が決定するとされていたため、平成２１年

１２月期に計上されたものであるから、単なる株式の譲渡収入ではない。

したがって、これを株式の保有に係る収益に算入するのは誤りであるか

ら、平成２１年１２月期においては、株式の保有に係る所得割合は、１

３万０４５３ＤＫＫを税引前利益で除した約１．６％にすぎない。 

Ａ社は、通商産業を営み、不動産を取得することを事業目的として設

立された会社であり、具体的にはログハウスの輸出入やそのコンサルテ

ィング、サーモン販売仲介等を行ってきたし、Ｃ社株式を売却するまで

は同社の総務業務を受託したり、子会社間の資金の融通をしたりしてい

た。また、Ｃ社株式を売却した後は、バス運行業を営むＦ社の経営が困

難になったため、Ｆ社の経営管理を行っていた。Ａ社は、これらの業務

を行わせるため従業員を３名雇用し、賃金の支払もしていた。このよう

な実態に照らせば、本件各事業年度を含む全事業年度において、Ａ社の

主たる事業は株式の保有ではなかったことは明らかである。 

エ Ａ社は、本件各事業年度においてＧ社の住所地を事務所としていたこ

とは事実であるが、Ａ社の事業は、製品の保管等のための大きな設備を

必要としないものであることに照らすと、上記事務所は固定施設として

必要十分であり、Ａ社が措置法４０条の４第３項前段の要件（実体基準）

を満たすことは明らかである。また、Ａ社の代表者である控訴人は、デ

ンマーク以外に滞在することもあったが、主にデンマークにおいて経営

に当たっていたこと、会計帳簿は本店所在地において保管し、デンマー

クの会計士にその作成を委託していたことから、事業の管理支配及び運

営がデンマークで行われていたことは明らかであり、措置法４０条の４

第３項後段の要件（管理支配基準）を満たす。加えて、Ａ社の主たる業

務は子会社統括業務であり、デンマーク以外に施設を有したことはなく、
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全ての使用人はデンマークに居住しながら同国で業務に従事していた

ことから、措置法４０条の４第４項２号の要件（所在地国基準）も満た

す。 

オ 被控訴人は、控訴人が本件各確定申告書を提出するに際し、適用除外

記載書面の添付をしていないことから、適用除外規定は適用されない旨

主張する。しかし、実体上の適用除外の要件を満たしているのに、手続

要件のみで適用除外規定の適用を受けられない納税者の不利益は甚大

なものであるから、手続要件を具備する必要性は限定的に解するべきで

ある。実際、措置法においては、平成２７年法律９号による改正（以下

「平成２７年改正」という。）により、税務署長は、適用除外記載書面

の添付がない確定申告書の提出があっても、添付がなかったことについ

てやむを得ない事情があると認めるときは適用除外規定の適用ができ

ることとされた（措置法４０条の４第８項）のであり、この納税者救済

の趣旨は同改正前の事案にも及ぼされるべきである。本件においては、

控訴人にやむを得ない事情があり、また、控訴人の意思として仮に措置

法４０条の４第１項の適用がある場合には、適用除外規定の適用を求め

る意思であることが明らかであるから、適用除外記載書面の提出を欠い

ていたとしても適用除外規定の適用を認めるべきである。 

（３） 争点（３）（本件更正処分１における一時所得の認定は適法か。）につ

いて 

（被控訴人の主張の要旨） 

ア 本件更正処分１において認定された一時所得の金額（ただし２分の１

に相当する金額）１２５万９２２２円は、控訴人が、Ｖ生命保険株式

会社（以下「Ｖ生命」という。）と締結した拠出型企業年金保険契約に

関して、平成２１年中に中途脱退を理由として支払を受けた一時金に

係る一時所得を申告していなかったことから加算されたものである。
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控訴人は、上記一時所得の金額が控訴人の平成２１年分の総所得金額

に算入されるべきことについて、異議申立て及び審査請求では争わず、

原審においても認めていた。控訴人は、所得税法上の非居住者である

として、非居住者の国内源泉所得として課税を受けるべきものである

旨主張するが、控訴人が平成２１年において所得税法上の居住者に該

当していたことは明らかであるから、控訴人の主張は失当である。 

イ 控訴人は、上記一時所得に対する所得税は源泉徴収されるべきもので

あり、納税義務者は一時金を支払った者であるから、控訴人は納税義務

を負う者ではない旨主張する。しかしながら、以下のとおり、仮に、本

件居住者期間において、控訴人が所得税法上の非居住者に該当するとし

ても、控訴人が支払を受けた一時金は、その支払をした者が納税義務を

負うものではない。 

すなわち、控訴人は、上記一時金に係る所得が、所得税法１６１条（平

成２２年法律第６号による改正前のもの。以下本項において同じ。）１

０号における生命保険契約等に基づく年金に代えて支給される一時金

に該当し、同号に該当する場合、その支払の際に所得税が源泉徴収され

る（所得税法２１２条１項）ことから、当該所得税の納税義務を負うの

が控訴人ではなく源泉徴収義務者（支払者である生命保険会社）である

旨主張するものであると解される。しかしながら、所得税法１６１条１

０号における生命保険契約等に基づき年金に代えて支給される一時金

とは、年金の支払の開始の日以後に当該契約に基づき年金に代えて支給

される一時金をいうのであって、上記控訴人が受領した一時金に係る所

得は、中途脱退を理由として支払を受けたものであるから、これには該

当しない。そうすると、上記一時金に係る所得は、所得税法１６１条１

号に規定する「その他その源泉が国内にある所得として政令で定めるも

の」を受けて定められた所得税法施行令２８１条５号に規定する「国内
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においてした行為に伴い取得する一時所得」に該当するものであり、源

泉徴収の対象とはならず（所得税法２１２条１項参照）、その所得税の

額は、所得税法１６４条１項４号イ及び１６５条の規定を適用して総合

課税されることとなるから、上記一時金に係る所得税の納税義務者は控

訴人である。 

（控訴人の主張の要旨） 

本件更正処分１において認定された一時所得は、平成２１年に控訴人が

居住者であったとして、日本国内で締結されたＶ生命との生命保険契約の

解約による一時金の支払を受けたことを根拠とするものである。しかし、

控訴人は一貫して非居住者であることから、上記一時金については居住者

としてではなく、非居住者の国内源泉所得（所得税法１６１条１項１０号）

として課税を受けるべきものである。そして当該所得税について納税義務

を負うのは、控訴人ではなく源泉徴収義務者（支払者である生命保険会社）

であるから、本件更正処分１における一時所得の認定は誤りである。」 

（27） 同１８頁６行目冒頭から同頁７行目末尾までを次のとおり改める。 

「（４） 争点（４）（本件調査は違法であって、本件各処分は取り消されるべき

か。）について」 

（28） 同２０頁１９行目、同２１頁１２行目、同頁１８行目、同頁１９行目、

同頁２３行目、同頁２６行目（２箇所）及び同２２頁５行目の「Ｋ主査」

をいずれも「Ｋ主査」と改め、同２１頁９行目の「本件担当官」を「本件

調査担当者ら」と改める。 

（29） 同２２頁１１行目冒頭から同頁１４行目末尾までを削り、同頁１５行目

の「（４） 争点（４）」を「（５） 争点（５）」と改める。 

（30） 同２４頁１５・１６行目「、不存在」を削り、同頁１８行目の「前記（１）

ないし（３）」を「前記（４）」と改める。 

（31） 同２４頁２６行目の「（ア）」を削る。 
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（32） 同２５頁３行目冒頭から同頁６行目末尾までを削る。 

（33） 同２５頁７行目の「（ア）」を削り、同行目の「（３）」を「（４）」と改め

る。 

（34） 同２５頁１０行目冒頭から同頁１２行目末尾までを削る。 

３ 当審における当事者の補充主張 

（１） 本件における外国子会社合算税制の適用について（争点（１）関係） 

（控訴人の主張） 

ア 所得税法２条等は、非居住者の国外源泉所得には課税しないとしてい

る。また、法人税法上、外国会社は国外源泉所得に課税されない（４条

３項）。非居住者たる個人や外国会社が国外で稼得した所得に対して、我

が国の課税権は及ばない。本件各処分は、Ａ社や控訴人の不課税所得に

対する課税として、明白に違法である。タックス・ヘイブン対策税制は、

居住者たる個人や内国法人が、事業活動を外国会社（子会社）の名前で

行い、実質は活動者に帰属する所得を外国会社（子会社）の名義で保存

している場合に、その実質に従って、活動者の所得に外国会社（子会社）

名義の所得を合算しようとする課税制度である。本件各更正処分の対象

は、非居住者の保有する外国法人が外国で稼得した所得であったことは

争いのない事実であり、その後、その外国法人の株主が居住者になった

からといって、不課税所得が課税所得になることはない。本件の不課税

所得には、外国で法人所得課税がされ、その株主である控訴人には出国

税が課税された。我が国でさらに課税がされた場合には四重課税となる

のであり、このような違法課税は許されない。 

イ デンマークの出国税は、平成２７年から導入された我が国の出国税と

構造が同じキャピタル・ゲイン課税である。また、Ａ社は、毎年デンマ

ークにおいて法人税所得について課税されてきた。本件において外国子

会社合算税制を適用する場合の課税標準は、Ａ社の課税留保所得金額で
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ある。したがって、Ａ社の所得については、デンマークにおいて既に法

人税や出国税という形で租税負担をしているのであるから、我が国にお

いて外国子会社合算税制の適用を受けると、同じ課税標準（Ａ社の留保

所得金額であるＣ社株式のキャピタル・ゲイン）に対して同じ納税義務

者が２回課税を受けていることになり、これは、二重課税である。 

（被控訴人の主張） 

ア 控訴人は、租税回避のためにＣ社やＡ社がデンマークに設立されたも

のではなく、Ａ社における利益の発生は、控訴人が我が国の居住者にな

る以前に既に完了し、確定していたような状況下において、たまたま控

訴人が居住者となったタイミングが悪く、措置法４０条の４の規定の形

式に触れることがあったことを捉えて、硬直的・形式的に外国子会社合

算税制を適用することは、法の趣旨を考慮しない違法なものである旨主

張するものであり、要するに、外国子会社合算税制の適用に当たっては、

適用除外要件を満たさないとしても、外国子会社合算税制の立法趣旨で

ある租税回避のおそれがなければならない旨をいうものと解される。し

かし、措置法４０条の４は、経済的合理性を有し、外国子会社合算税制

を適用すべきでない場合については、適用除外要件を設けることによっ

て課税を回避することとしたのであって、同条が、それ以上に、居住者

が租税回避の意図目的を有することや、居住者がタックス・ヘイブンに

子会社等を設立し、その後、同社に所得を留保して租税回避をしていた

ことを適用要件としていないことは、その規定の文言上明らかである。

そして、租税法規の解釈は、原則として文理解釈によるべきであり、措

置法４０条の４の規定の文言及び意味内容は、文理上明確である。した

がって、本件には、外国子会社合算税制が適用されるのであり、控訴人

の主張は理由がない。 

イ 控訴人は、本件が二重課税であって許されないと主張するけれども、デ
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ンマークでは株式の譲渡益（キャピタル・ゲイン）は原則として非課税と

されている。また、外国子会社合算税制の課税要件又は適用除外要件は、

措置法４０条の４の文理解釈によって判断すべきであり、その判断に明文

の規定がない新たな要件を持ち込むべきではない。そして、外国子会社合

算税制には、特定外国子会社等の株主が負担した出国税等の租税を考慮す

るなどの規定は存在しないのであるから、控訴人がデンマークにおいて出

国税を課税されていたとしても、控訴人に外国子会社合算税制が適用され

るか否かの判断に何ら影響を与えるものではない。 

（２） 措置法施行令２５条の２４第１項の有効性（争点（１）関係）  

（控訴人の主張） 

ア 措置法４０条の４第１項は、特定外国子会社の各事業年度の所得に調

整を加えた金額（課税対象留保金額）を、「その者」の雑所得に係る収入

金額とみなして、各事業年度終了の翌日から２月を経過する日の属する年

分のその者の雑所得の金額として算入する旨を規定している。「みなす」

とはある事柄について他の性質の異なる事柄と法律上同一視し、同一の法

律効果を生じさせることであるが、「ある事柄」、「他の事柄」が何である

か文理上明らかであるとはいえず、措置法４０条の４第１項の解釈適用に

当たっては、その趣旨を明らかにする必要がある。 

外国子会社合算税制の趣旨は、軽課税国にある特定外国子会社に留保さ

れている所得をその居住者株主に配当したことと同一視し、その居住者個

人に課税を行うことで租税回避を防ぐという点にあることから、非居住者

であった者を居住者たる「その者」とみなすまでの意味は含まれないと解

するのが相当である。そして、所得税法や法人税法が居住者又は内国法人

と非居住者又は外国法人の課税所得の範囲を厳然と区別し、同じ年であっ

ても区別して課税することを規定していることに照らしても、上記のよう

に解すべきである。 
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イ この点について、措置法施行令２５条の２４第１項は、その者が居住者

に該当するかどうかの判定は、これらの居住者に係る外国関係会社の各事

業年度終了の時の現況によると規定する。同項のこの定めは、措置法４０

条の４第１項に何ら委任文言がないにもかかわらず、政令で創設的に国民

の権利義務に関する規定を定めたものであるから、憲法７３条６号及び内

閣法１１条に反し、無効である。 

仮に措置法施行令２５条の２４第１項の規定が、法律の具体的な委任を

受ける必要のない技術的、細目的事項を定めたものであるとしても、前記

アで述べた措置法４０条の４第１項の趣旨に反する規定であることは明

らかである。 

よって、措置法施行令２５条の２４第１項の規定は無効であり、又は少

なくとも本件に適用されるべきではなく、居住者と非居住者との区別とそ

の課税所得の範囲は、所得税法によらなければならない。すなわち、ある

事業年度の課税対象留保金額を個人の雑所得に係る収入金額に算入する

ためには、当該事業年度終了時に居住者であるだけでは足りず、当該事業

年度当初から終了時まで居住者であることによって初めて措置法４０条

の４の適用対象になると解すべきである。 

ウ なお、被控訴人は、後記（３）における被控訴人の主張のとおり、本件

居住者期間において、控訴人が居住者であったことを前提として、平成２

０年１２月期、平成２１年１２月期の課税対象留保金額を、控訴人の平成

２１年分、平成２２年分の雑所得に係る収入金額に算入している。上記の

被控訴人の主張が、本件居住者期間より前において控訴人が非居住者であ

ったという趣旨であれば、平成２０年１月２２日に締結された本件株式譲

渡契約によってＡ社が取得した収入は、非居住者がその株式を有する外国

法人の国外源泉所得であるにすぎず、我が国の課税権はそもそも及ばない。 

（被控訴人の主張） 
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措置法施行令２５条の２４第１項の規定は、措置法４０条の６の定めを受け

て規定されているものであり、憲法７３条６号及び内閣法１１条に反するも

のではない。 

（３） 控訴人が居住者であったといえるか否か（争点（１）関係）。 

（控訴人の主張） 

ア 措置法４０条の４第１項は、同項各号に掲げる居住者について外国子

会社合算税制の対象としているところ、ここにいう「居住者」とは、所

得税法２条１項３号所定の居住者をいう。控訴人は、昭和●年に出国し

て以降一貫して所得税法２条１項３号の居住者になったことはなく、本

件居住者期間においても非居住者であった。したがって、控訴人を居住

者であると認定した上でされた本件各処分には誤りがある。 

イ 控訴人が非居住者であったことは、以下の事情に照らして明らかであ

る。 

（ア） まず、控訴人は、本件居住者期間において、日本国内に住居を有し

ていなかった。控訴人は、２００８年（平成２０年）３月１９日まで

は東京都渋谷区内の場所、同日以後は東京都港区●●の本件マンショ

ンの所在地を住所として住民登録したが、いずれの登録地も控訴人が

本件居住者期間に報酬を受け取っていたｉが、控訴人の日本滞在時に

おける居所として借り上げたマンションの所在地であった。また、本

件居住者期間において控訴人の日本滞在日数が増えたのは、前妻のｇ

が死亡して来日せざるを得なかったこと、本件株式譲渡契約後の２０

０８年（平成２０年）２月１日頃から２０１１年（平成２３年）３月

３１日頃まで、ｉのオペレーション引継ぎのため同社に出勤すること

が増えたこと等が理由であり、居住が目的ではなかった。このことは

控訴人が２００８年（平成２０年）３月に提出した平成１９年分の所

得税確定申告書（甲Ａ７７）において２００８年（平成２０年）１月
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１日の住所としてハンガリーの住所が記載され、住民登録された住所

地は住所として記載されず、控訴人の相続した財産の所在地が事業所

として記載されていたにすぎないことからも明らかである。 

また、控訴人は、ｇとの老後の時間を過ごすため、２００６年（平

成１８年）１月にスペインに不動産を購入し、２０１１年（平成２３

年）５月までこれを保有していた。そして、この不動産を維持するた

めに管理費等を支払い、本件居住者期間において少なくない日数をそ

こで過ごしていた。ｇが２００８年（平成２０年）１月に急死したた

め、控訴人はスペインの自宅においていた生活用品の一部を控訴人の

長女が暮らすコペンハーゲンに運び、それ以後はスペインかデンマー

クで生活をすることとなった。 

以上のことから、本件居住者期間における控訴人の住居はスペイン

又はデンマークにあり、同期間における日本滞在は住居を有する滞在

ではなかった。 

（イ） 控訴人の業務においても日本との関係は希薄であった。すなわち、

控訴人は、本件居住者期間において、ｉの引継業務を行っていたほ

か、デンマークのＣ社からも役員報酬を受けながら引継業務を行っ

ていた。控訴人は、本件株式譲渡契約締結の後においても、ｈの音

楽活動のサポートのためノルウェーに同行したり、フィンランドで

講演を行ったりするなど、日本との関係が希薄な仕事を行っている。

なお、Ｃ社が控訴人に対して発行した給与明細をみると、２００８

年（平成２０年）５月から同年７月までのもの（甲Ａ７８の１ない

し３）には控訴人の住所としてハンガリーの住所が記載されている

ものの、同年８月から同年１２月までのもの（甲Ａ７８の４ないし

８）には本件マンションの所在地が記載されていて一貫しておらず、

書面に記載された住所は必ずしも実体を反映していないことの証左
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である。 

（ウ） 控訴人の家族も日本に居住していなかった。控訴人は、２００９年

（平成２１年）１０月２８日にｈと再婚し、ｈは当初本件マンション

の所在地に住民登録したが、２０１１年（平成２３年）１０月２日に

控訴人がイギリスに転出した後、２０１２年（平成２４年）４月９日

に東京都目黒区に転出する旨の届出をし、さらに２０１５年（平成２

７年）７月３日マレーシアに転出した。現在は、控訴人もｈもマレー

シアの住居で生活しており、同国の永住者となっている。被控訴人は、

控訴人が婚姻前に生活の本拠が日本にあったｈと交際をしていた旨

主張するが、控訴人がｈと出会ったのは、スウェーデンの音楽イベン

トであり、本件マンションは控訴人とｈが日本に滞在する際の居所と

して確保していたにすぎない。 

また、控訴人の長男及び長女は、本件居住者期間において、控訴

人と生計を一にしておらず、いずれも海外において生活していた。 

（エ） 控訴人は、ヨーロッパにおいて財をなしてきたものであるから、日

本国内に預貯金などの金融資産は有していない。 

一方、控訴人は、日本国内に不動産を所有していたが、これも以下

のとおり、本件居住者期間において控訴人の生活の本拠が日本国内に

あったことの裏付けとなるものではない。 

まず、原判決別紙１物件目録記載１ないし３の各土地及び同目録記

載４の建物（以下、これらを併せて「ｊ物件」という。）は、控訴人

が平成２３年１２月１９日に購入したものであるが、ｈとその父親が

代表取締役を務める株式会社ｍ（以下「ｍ」という。）の本店所在地

であって、ｍが控訴人から賃借して使用しているものであり、控訴人

の住居とする目的で購入したものではない。控訴人は、一時的にｍの

取締役に就任したことはあったが、その時期を含めて実働したことは
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ない。また、原判決別紙１物件目録記載５の土地及び同６の建物（以

下、併せて「ｎ物件」という。）は控訴人自らが購入したのではなく、

相続によって取得したものであり、その価値も低い。 

他方において、控訴人は、デンマーク及びハンガリーにおいて年金

を受給する権利を有している。 

（被控訴人の主張）  

ア 本件の事実関係によれば、本件居住者期間において、控訴人の生活の 

本拠は日本国内にあったと認められるから、Ａ社の本件各事業年度終了の

日（平成２０年１２月３１日及び平成２１年１２月３１日）において、控

訴人が居住者に該当することは明らかであり、控訴人について居住者と認

定した上でした本件各処分に違法はない。 

イ 控訴人は、本件居住者期間において、ヨーロッパに生活の本拠を置い

ていた旨主張する。しかしながら、ある場所が生活の本拠に該当するか

どうかは、主観的な居住意思を重視すべきではなく、客観的な継続的生

活事実に基づいて判断すべきである。そして、以下のとおりの控訴人の

客観的な継続的生活事実を総合考慮すると、本件居住者期間における控

訴人の生活の本拠は日本国内にあったと認められるから、控訴人は、本

件居住者期間において所得税法２条１項３号所定の居住者に該当する。 

（ア） 控訴人は、滞在日数一覧表記載のとおり、本件居住者期間におい

て、２００８年（平成２０年。ただし２月１日以降）に２２３日、２

００９年（平成２１年）に２５８日、２０１０年（平成２２年）に２

８５日、２０１１年（平成２３年。ただし１０月２日まで）に２２８

日と、各期間の過半を優に超える期間（割合にして６６ないし８２％）、

日本に滞在していた。 

（イ） 控訴人は２００８年（平成２０年）２月から約１か月間は日本国内

のアパートに、同年３月から２０１１年（平成２３年）１０月までの



 20 

間は東京都港区所在のｑ（以下「本件マンション」という。）に居住

し、また、２００８年（平成２０年）３月１９日から英国に転出する

２０１１年（平成２３年）１０月２日までの間、本件マンションの所

在地に住民登録していた。 

（ウ） 控訴人は、ｇが２００８年（平成２０年）１月に死亡した後、スペ

インの自宅の家財道具の一部を日本に運んだ。 

（エ） 控訴人は、本件居住者期間のうち２０１１年（平成２３年）１０月

１日及び同月２日の２日間を除いた全期間を通じて、ｉ及び株式会社

ｒのいずれか一方又は双方の代表取締役の地位を有し、ほぼ毎日上記

各社に出社していた。 

（オ） 控訴人の長男及び長女は、本件居住者期間の前に控訴人から独立

していた。また、控訴人は、２００９年（平成２１年）１０月２８日

にｈと再婚し、ｈは同年１２月４日に本件マンションに転入したもの

であるが、控訴人はそれ以前である２００８年（平成２０年）後半か

ら、当時生活の本拠が日本にあったｈと交際していた。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も、本件各処分及び本件各徴収処分は適法であり、控訴人の本件請

求はいずれも理由がないと判断する。その理由は、次のとおり補正し、後記２

のとおり当審における当事者の補充主張に対する判断を付加するほかは、原判

決の「事実及び理由」第３に記載のとおりであるから、これを引用する。 

（原判決の補正） 

（１） 原判決２６頁５行目の「、（２）タ」を削る。 

（２） 同２６頁１０・１１行目の「④原告は、」から同頁１２行目末尾までを次

のとおり改める。 

「④控訴人は、本件居住者期間において、２００８年（平成２０年。ただし

２月１日以降）に２２３日、２００９年（平成２１年）に２５８日、２０
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１０年（平成２２年）に２８５日、２０１１年（平成２３年。ただし１０

月２日まで）に２２８日と、各期間の過半を超える期間日本に滞在し、２

００８年（平成２０年）３月１９日までは東京都渋谷区所在のアパート（以

下「本件アパート」という。）を、同日から２０１１年（平成２３年）１０

月２日までは本件マンションを住所として住民登録しており、日本滞在時

は本件アパート又は本件マンションにおいて生活し、平成２１年１０月２

８日にｈと再婚したが、再婚後、ｈは本件マンションに転入した旨の届出

をしており、また、控訴人は、本件居住者期間のほとんどの期間、日本法

人であるｉ又は株式会社ｒのいずれかの代表取締役の地位にあり、日本滞

在中ほぼ毎日出社していたこと（前提事実（２）、乙Ａ１６、２３、控訴人

本人）が認められる。」 

（３） 同２６頁２２行目の「日本国の居住者となった場合には」を「日本に滞

在することになった場合には、仮に居住者に当たるときであっても」と改

める。 

（４） 同２９頁２行目の「海外で」から同頁４行目の「主張をする。」までを次

のとおり改める。 

「非居住者が、外国において会社を設立し、そこで利益を上げて、当該利益

を当該会社に留保してあるという状況にあり、かつ、当該非居住者が当該

外国において利益を発生させた時点より以後の時点に我が国の居住者の地

位にあることとなったという状態は、全く想定していないものであり、こ

のような場合に、措置法４０条の４の規定を形式的に適用し、たまたま居

住者となった者に対して、それ以前に非居住者として外国で上げた利益に

ついて我が国の課税権を及ぼすことはあり得ない旨主張する。」 

（５） 同２９頁１２行目の「明らかである」を「明らかであり、また、非居住

者が外国において会社を設立し、当該会社の利益が留保された状況で、そ

の後に居住者となった場合を対象から除く旨の定めもない」と改める。 
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（６） 同２９頁２６行目の「したがって」を次のとおり改める。 

「また、証拠（甲Ａ１１、６９、乙Ａ１３の１、控訴人本人）によれば、Ａ社

の企業価値は、２０００年（平成１２年）から２００８年（平成２０年）に

かけて、ネットワークの数と顧客数の増加やＩＴ部門への進出をしたこと等

により大きく増加したこと、２０００年（平成１２年）に控訴人に対する出

国税の課税の際にデンマークの課税当局によって認定されたＡ社の評価額

は３６１５万１９７９ＤＫＫであったのに対し、本件株式譲渡契約において

Ａ社の完全子会社であるＣ社の株式譲渡価格は１億２５００万ＤＫＫとさ

れたことが認められるところ、これらの事実に照らせば、本件各係争年分の

所得税の計算に当たり、Ａ社の本件各事業年度に係る課税対象留保金額を控

訴人の総収入金額に算入したことが、控訴人が２０００年（平成１２年）に

デンマークにおいて出国税を課されたこととの関係において、その実質的な

部分において直ちに二重課税に当たるものということもできないというべ

きである。したがって、いずれにせよ」 

（７） 同３０頁５行目末尾の次に改行の上、以下を加える。 

「エ 控訴人は、さらに、同人が約４２年間にわたり非居住者であった事実及

びＡ社が日本国外で収益を生み出していた事実については争いがないに

もかかわらず、本件居住者期間において控訴人が居住者であったからとい

って、たまたま同期間に実現したキャピタル・ゲインに対して課税をする

ことは、一時的な居住地が変わったことによって課税対象財産の範囲を異

にする取扱いを認めることになるものであって不当である旨主張する。し

かし、前記（１）イ認定のとおり、控訴人については、措置法４０条の４

第１項にいう居住者に該当すると認められ、したがって、同項の規定が適

用されると解されるのであって、外国子会社のキャピタル・ゲインが、控

訴人が居住者である期間にたまたま実現したものであるとしても、そのた

めに、同条１項の規定の適用が排除されるものと解すべきでないことは、
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前記イにおいて説示したところに照らし、明らかである。控訴人の主張は

採用することができない。」 

（８） 同３０頁２４行目末尾の次に改行の上、以下を加える。  

「 控訴人は、この点に関し、平成２７年改正により措置法４０条の４第８

項が設けられ、確定申告書に適用除外記載書面の添付がない場合であって

も、添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

適用除外規定を適用することができるとされたところ、同改正前の本件各

係争年分の事案にも同項の趣旨は及ぶべきであるとし、控訴人には上記や

むを得ない事由があった旨主張する。しかしながら、証拠（乙Ａ１、２、

控訴人本人）及び弁論の全趣旨によれば、控訴人は、本件各係争年分の確

定申告について、専門家であるＬ税理士に関係書類を渡して税務書類の作

成を依頼したことが認められるのであり、適用除外記載書面の添付がなか

ったことについて控訴人にやむを得ない事情があったとは認められず、仮

に同改正前の事案について同項の趣旨を及ぼすべき場合があると解する余

地があるとしても、本件はそのような場合に当たるとはいえないのであっ

て、控訴人の上記主張は採用の限りではない。」 

（９） 同３１頁２４行目の「（２）ケ」を「（２）コ」と改める。 

（10） 同３２頁２行目の「③Ａ社の」から同頁６行目の「であること」までを

「③Ａ社の本件各事業年度に係る損益計算は別表４のとおりであり、この

うち株式の保有に係る収益の合計額は、平成２０年１２月期が５７２０万

１３７３ＤＫＫ（原判決別表４の⑥、ｏ及びｐ欄の合計）、平成２１年１２

月期が１１０１万５７４０ＤＫＫ（原判決別表４の①、⑥、ｏ及びｐ欄の

合計）であって、それぞれ収益の合計額に占める株式の保有に係る収益の

合計額の割合は、平成２０年１２月期が９４．５％、平成２１年１２月期

が８８．４％（いずれも小数点第２位以下切捨て）であること」と改める。 

（11） 同３２頁１５行目末尾の次に改行の上、以下を加える。 
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「 控訴人は、上記③の事実の認定に関し、平成２１年１２月期に計上された

Ａ社のその他営業利益（原判決別表４の①欄の１０８０万９７５６ＤＫＫ）

は、Ｃ社株式のうちの２０％の売却収入ではあるが、本件株式譲渡契約にお

いては、上記の株式売却代金は控訴人が代表者を務めるｉの利益に応じて変

動するとされていたのであるから、単なる株式の譲渡収入ではなく、株式の

保有に係る収益に算入するのは誤りである旨主張する。しかし、本件株式譲

渡契約に係る契約書の附属書においては、上記Ｃ社株式の２０％の売却代金

４７００万ＤＫＫについて、ｉの売上総利益の額に応じて減額調整される旨

及びその額が規定されている（乙Ａ１３の１）ものの、同契約書においては、

上記の附属書による調整は株式価額の調整とみなされる旨規定されている

（契約書３．２．１）のであり、上記減額調整の定めがあり、ｉの売上総利

益の額に応じて株式価額が減額されたものであるとしても、そのことから、

調整後の売却代金が株式譲渡の対価ではないことになるわけではないから、

平成２１年１２月期に計上されたＡ社のその他営業利益が株式の譲渡収入に

当たらないものということはできない。控訴人の主張は採用することができ

ない。」 

（12） 同３２頁２１行目末尾の次に改行の上、以下を加える。 

「 控訴人は、Ａ社は、通商産業を営み、不動産を取得することを事業目的

に設立された会社であり、Ｃ社株式を売却するまでは同社の総務業務を受

託したり、子会社間の資金の融通をしたりしていたし、Ｃ社株式を売却し

た後はＦ社の経営管理を行っていたとして、Ａ社の主たる事業が株式の保

有であるということはできない旨主張する。しかしながら、Ａ社について

は、前記認定のとおり、本件各事業年度において、収益の合計額に占める

株式の保有に係る収益の合計額の割合は、平成２０年１２月期が９４．５％、

平成２１年１２月期が８８．４％であるのに対し、株式の保有に係る事業

以外の事業収入は、そのほとんどを子会社であるＦ社からの貸付利息が占
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め、その額も株式の保有に係る収益に比して極めて少ない額にとどまって

いるものであるから、Ａ社の主たる事業は株式の保有であると認めるほか

はないというべきである。控訴人の上記主張は前記認定を左右するもので

はない。」 

（13） 同３２頁２４行目冒頭から同頁２５行目末尾までを次のとおり改める。 

「３ 争点（３）（本件更正処分１における一時所得の認定は適法か。）につい

    て 

証拠（甲Ａ１の１、甲Ａ２、甲Ａ３）及び弁論の全趣旨によれば、控訴人

は、Ｖ生命との間で締結していた拠出型企業年金保険契約に関し、平成２

１年中における中途脱退を理由として一時金１６３８万８０４４円を取得

したこと、同一時金について所得税法３４条２項及び３項所定の控除をし

た金額は２５１万８４４４円となること、控訴人は本件更正処分１におけ

る一時所得の認定について異議申立て及び審査請求においては争っていな

かったことが認められる。そうすると、本件更正処分１において、上記２

５１万８４４４円の２分の１の金額である１２５万９２２２円を一時所得

として認定したことに違法はないというべきである。 

控訴人は、一貫して非居住者であったことから、前記一時金については、

所得税法１６１条（平成２２年法律第６号による改正前のもの）１０号に

おける生命保険契約等に基づく年金に代えて支給される一時金として源泉

徴収の対象となり、当該所得税の納税義務を負うのは控訴人ではなく源泉

徴収義務者（支払者であるＶ生命）である旨主張する。しかしながら、控

訴人が本件居住者期間において居住者であったと認められることは前記１

認定説示のとおりであるから、控訴人の上記主張はその前提を欠き、採用

の限りではない。 

４ 争点（４）（本件調査は違法であって、本件各処分は取り消されるべきか。）

について」 
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（14） 同３５頁１５行目の「違法な」を「違法のある」と改める。 

（15） 同３５頁２６行目の「本件各処分が不存在であるということもできない」

を「本件調査に本件各処分の取消原因となるような瑕疵があったと認める

こともできない」と改める。 

（16） 同３６頁１行目の「４」を「５」と、同頁１０行目の「５ 争点（４）」

を「６ 争点（５）」とそれぞれ改める。 

（17） 同３７頁２３行目の「ないし不存在」を削る。 

２ 当審における当事者の補充主張に対する判断 

（１） 本件における外国子会社合算税制の適用について（争点（１）関係） 

ア 控訴人は、所得税法、法人税法上、非居住者や外国会社の国外源泉所得

には課税されず、我が国の課税権は及ばないのに、本件各更正処分は、非

居住者の保有する外国法人が外国で稼得した所得について、その後、その

外国法人の株主が居住者になったからといって、これに課税するものであ

って、許されないと主張する。 

しかし、措置法４０条の４第１項の規定は、我が国経済の国際化に伴い、

居住者が法人の所得に対する租税の負担がないか又は極端に低いいわゆ

るタックス・ヘイブンに子会社等を設立して経済活動を行い、当該法人の

所得を留保することによって、我が国における租税の負担を回避しようと

する事態に対処して税負担の実質的な公平を図ることを目的として、一定

の要件を満たす外国会社を特定外国子会社等と規定し、その課税対象留保

金額を居住者の雑所得の計算上総収入金額に算入することとしたものと

解されることは、前記１説示のとおりであるものの、他方、措置法４０条

の４第４項は、特定外国子会社のうち株式の保有等を主たる事業とするも

の以外のものであることなど経済合理性を有すると認められるための具

体的な要件を法定した上、これらの要件が満たされる場合には同条１項の

規定を適用しないこととしているのであり、同条は、それ以上に、居住者
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が租税回避の意図目的を有することや、居住者がタックス・ヘイブンに子

会社等を設立し、その後、同社に所得を留保して租税回避をしたことを要

件として要求していないことは規定の文言上明らかであり、また、非居住

者が外国において会社を設立し、当該会社の利益が留保された状況で、そ

の後に居住者となった場合を対象から除く旨の定めもないこと、租税法規

は、多数の納税者間の税負担の公平を図る観点から、法的安定性の要請が

強く働くため、その解釈は原則として文理解釈によるべきであり、措置法

４０条の４の規定の文言や意味内容は文理上明確であることは、前記１に

おいて説示したとおりである。したがって、本件各更正処分について、我

が国の課税権が及ばない非居住者や外国会社の国外源泉所得に課税する

ものとの批判は当たらず、控訴人の主張は採用することができない。 

イ 控訴人は、デンマークの出国税はキャピタル・ゲイン課税であり、Ａ

社の所得について、我が国において外国子会社合算税制の適用を受ける

と、同じ課税標準に対して同じ納税義務者が２回課税を受けていること

になり、二重課税である旨主張する。 

しかし、措置法４０条の４第１項の規定が適用されるか否かの判断に当

たって、居住者が保有する特定外国子会社の株式に係る租税について、外

国の法令により課される租税を勘案して調整をする旨の規定は見当たら

ないから、同項の規定が適用される居住者が保有する特定外国子会社等の

株式について国外において出国税を課されていたとしても、そのことによ

って同項の規定の適用が排除されるということはできず、措置法４０条の

４第１項の規定の適用において、明文の規定なしに納税者において国際的

な二重課税が生じていないことを要件とすることは、法的安定性の要請に

反することになるものといわざるを得ず、また、本件各更正処分について、

控訴人が平成１２年にデンマークにおいて出国税を課されたこととの関

係において、その実質的な部分において直ちに二重課税に当たるものとい
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うこともできないことは、前記１説示のとおりである。控訴人の主張は採

用することができない。 

（２） 措置法施行令２５条の２４第１項の有効性について（争点（１）関係） 

控訴人は、措置法施行令２５条の２４第１項が、措置法４０条の４第１

項各号に掲げる居住者に該当するかどうかの判定は、これらの居住者に係

る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による旨規定していることに

つき、上記規定は、法律の委任がないにもかかわらず、創設的に定められ

たものであり、憲法７３条６号及び内閣法１１条に反し、無効であり、仮

に上記措置法施行令の規定が技術的、細目的事項を定めたものであるとし

ても、措置法４０条の４第１項は、非居住者であった者を居住者とみなし

て課税するまでの趣旨は含んでいないにもかかわらず、外国関係会社の事

業年度終了の時の現況によって、それまで非居住者であった者について居

住者とすることを認めるものであって、法律の趣旨に反して無効である旨

主張する。 

しかしながら、措置法４０条の６は、居住者が措置法４０条の４第１項

各号に掲げる者に該当するかどうかの判定に関する事項等その他同条の規

定の適用に関し必要な事項は政令で定める旨定め、外国子会社合算税制の

適用対象となる居住者に該当するかどうかの判定の基準となる時期の定め

についても政令に委任していると解されるところ、前記の措置法施行令２

５条の２４第１項は、上記措置法の委任規定に基づいて制定されたものと

いうことができる。控訴人の主張は前提において失当であり、採用するこ

とができない。 

（３） 控訴人が居住者であったといえるか否かについて（争点（１）関係） 

ア 控訴人は、昭和●年に出国して以降、一貫して非居住者であり、所得

税法２条１項３号の居住者になったことはなく、本件居住者期間におい

ても居住者ではなかったから、目黒税務署長が控訴人を居住者と認定し
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て外国子会社合算税制を適用したのは誤りである旨主張する。 

イ 所得税法２条１項３号は、居住者について、国内に住所を有し、又は

現在まで引き続いて１年以上居所を有する個人をいう旨定めているとこ

ろ、ここにいう「住所」とは、その者の生活の本拠、すなわち、その者

の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、

一定の場所がある者の住所であるか否かは、客観的に生活の本拠たる実

体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当である

（最高裁昭和●●年（○○）第●●号同２９年１０月２０日大法廷判決・

民集８巻１０号１９０７頁、最高裁昭和●●年（○○）第●●号同３２

年９月１３日第二小法廷判決・裁判集民事２７号８０１頁、最高裁昭和

●●年（○○）第●●号同３５年３月２２日第三小法廷判決・民集１４

巻４号５５１頁、最高裁平成●●年（○○）第●●号同９年８月２５日

第二小法廷判決・裁判集民事１８４号１頁参照）。 

ウ 本件についてみるに、控訴人は、本件居住者期間において、２００８

年（平成２０年。ただし２月１日以降）に２２３日、２００９年（平成

２１年）に２５８日、２０１０年（平成２２年）に２８５日、２０１１

年（平成２３年。ただし１０月２日まで）に２２８日と、各期間の過半

を超える期間日本に滞在していたこと、控訴人は、２００８年（平成２

０年）３月１９日までは本件アパートを、同日から２０１１年（平成２

３年）１０月２日までは本件マンションを住所として住民登録しており、

日本滞在時は本件アパート又は本件マンションにおいて生活したこと、

控訴人は、平成２１年１０月２８日にｈと再婚したが、再婚後、ｈは本

件マンションに転入した旨の届出をしたこと、控訴人は、本件居住者期

間のほとんどの期間、日本法人であるｉ又は株式会社ｒのいずれかの代

表取締役の地位にあり、日本滞在中ほぼ毎日出社していたことは前記１

認定のとおりであり、前記イにおいて説示した住所の判断基準を踏まえ
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れば、本件居住者期間において、客観的に控訴人の生活の本拠たる実体

を具備している場所は、日本国内に所在していた本件アパート又は本件

マンションであったと認められるのであり、したがって、控訴人は日本

国内に住所を有していたものと認められる。 

エ 控訴人は、本件居住者期間中、日本国内に住所を有していたことはなか

った旨主張し、その根拠として、①控訴人は、本件居住者期間において、

ヨーロッパに生活の本拠を置いており、控訴人が住民登録した本件マンシ

ョン等は、ｉが控訴人の日本滞在時における居所として借り上げた物件の

所在地であったにすぎないこと、②控訴人の本件居住者期間における業務

内容も日本との関係が希薄なものであったこと、③控訴人の家族は日本国

外に居住していたこと、④控訴人の金融資産は国外にあり、日本国内に不

動産を所有していたが、ｊ物件は、ｍに賃貸しているものであって、控訴

人の住居とする目的で購入したものではなく、ｎ物件は相続によって取得

したもので、その価値も低いことを指摘する。 

オ よって検討するに、まず、前記エ①及び③の点について、控訴人本人尋

問の結果及び同人作成の陳述書（甲Ａ３３）中には、控訴人は、２００６

年（平成１８年）ころ、スペインに自宅を購入し、ここを終のすみかとす

るつもりであった旨、２００８年（平成２０年）以降の控訴人の生活の本

拠は、同年がイギリス、ハンガリー、２００９年（平成２１年）がイギリ

ス、デンマーク、スペイン、２０１０年（平成２２年）がヨーロッパ、２

０１１年（平成２３年）がイギリス、ヨーロッパである旨の供述ないし記

載がある。 

しかし、証拠（甲Ａ３５、３６、甲Ａ３７の１及び２、甲Ａ３８の５な

いし１８、甲Ａ３９、甲Ａ４０）によれば、控訴人は、２００６年（平成

１８年）１月１３日にｇとともにスペインの法人の出資持分を購入し、２

０１１年（平成２３年）５月５日に同出資持分を売却したこと、控訴人は、
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スペインにおいて外国人登録簿に登録されたことがあること、控訴人は、

本件居住者期間中にスペインに所在する不動産の管理料の支払をしたこ

と、控訴人の娘夫婦がデンマークに居住していることが認められるものの、

他方、前記ウ説示のとおり、控訴人は、本件居住者期間において、２００

８年（平成２０年）の２月１日以降、２００９年（平成２１年）、２０１

０年（平成２２年）、２０１１年（平成２３年）の１０月２日までの各期

間の過半を超える期間日本に滞在していたこと、控訴人は、本件居住者期

間における日本滞在中、本件アパート又は本件マンションにおいて生活し、

日本国内において仕事をしていたことが認められることに加え、証拠（甲

Ａ３９、控訴人本人）によれば、控訴人は、２００８年（平成２０年）４

月頃、スペイン所在の不動産に置いてあった家財道具を東京の本件マンシ

ョンとデンマークの娘の家に分けて送ったことが認められるのであり、こ

れらの事実に照らせば、本件居住者期間において生活の本拠をヨーロッパ

に置いていたとの控訴人の上記供述ないし陳述書の記載は採用すること

ができず、控訴人の家族が日本国外に居住していたとの事実も、これをも

って、控訴人の生活の本拠がヨーロッパにあったことを裏付けるものでは

ない。したがって、控訴人の前記エ①及び③の指摘は、前記ウの認定を左

右するものではない。 

次に前記エ②の点について検討するに、控訴人本人尋問の結果中には、

本件居住者期間において、控訴人の業務内容はグローバルなものであり、

日本との関係は希薄であった旨の供述がある。しかし、証拠（乙Ａ１、２）

によれば、控訴人の平成２１年における給与の額は、ｉからの給与が１１

６４万円であったのに対し、Ｃ社からの給与は６６８万２１２５円であっ

て、日本法人からの収入が倍近くであったこと、平成２２年においては、

控訴人は、ｉ及び株式会社ｒという日本法人からのみ給与を受け取ってい

たことが認められるのであり、仮に控訴人の業務の内容がグローバルなも
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のであって、外国における旅行業等の事業にかかわるものであったとして

も、控訴人は本件居住者期間の過半を超える期間、日本に滞在し、日本法

人の役員の地位にあって日本滞在中ほぼ毎日出社していたというのであ

るから、日本との関係が希薄であったものということはできず、これらの

事情に照らし、控訴人の上記供述は採用することができない。控訴人の主

張する前記エ②の点も、前記ウの認定を左右するものではないといわざる

を得ない。 

さらに、控訴人の主張する前記エ④の点については、控訴人の金融資産

がすべて国外にあり、ｊ物件は自己の住居とする目的で購入したものでは

なく、ｎ物件は相続によって取得したものであって、その価値は低いもの

であるとしても、前記ウにおいて認定説示したところに照らせば、控訴人

の主張する事情があるからといって、本件居住者期間において控訴人の生

活の本拠が日本国内にあったものとの前記ウの認定判断を左右するもの

とはいえない。控訴人の主張は採用することができない。 

カ 以上のとおりであるから、本件居住者期間において、控訴人は、外国子

会社合算税制の対象となる居住者であったと認められるのであり、これを

争う控訴人の主張はいずれも採用することができないというべきである。 

３ 結論 

よって、控訴人の本件請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、本件控

訴は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 

 

東京高等裁判所第１４民事部 

裁判長裁判官   後藤 博  

裁判官   武田 美和子 

裁判官   大須賀 寛之 
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別表 

控訴人の日本滞在日数一覧表 

期 間 
日本への 

入国年月日（A） 

日本からの 

出国年月日（B） 

日本滞在日数 

（※） 

平成 20 年 

２月１日 

～ 

同年 

12 月 31 日 

（日本滞在） 平成 20 年 2 月 7 日 7 

平成 20 年 2 月 22 日 平成 20 年 4 月 5 日 43 

平成 20 年 4 月 30 日 平成 20 年 5 月 6 日 6 

平成 20 年 5 月 7 日 平成 20 年 6 月 5 日 29 

平成 20 年 6 月 26 日 平成 20 年 7 月 7 日 11 

平成 20 年 7 月 27 日 平成 20 年 9 月 8 日 43 

平成 20 年 9 月 17 日 平成 20 年 9 月 27 日 10 

平成 20 年 9 月 30 日 平成 20 年 10 月 18 日 18 

平成 20 年 10 月 30 日 平成 20 年 12 月 14 日 45 

平成 20 年 12 月 20 日 （日本滞在） 11 

合       計 223 

平成 21 年 

（日本滞在） 平成 21 年 1 月 10 日 10 

平成 21 年 1 月 16 日 平成 21 年 1 月 29 日 13 

平成 21 年 2 月 12 日 平成 21 年 3 月 17 日 33 

平成 21 年 4 月 4 日 平成 21 年 4 月 8 日 4 

平成 21 年 4 月 10 日 平成 21 年 6 月 1 日 52 

平成 21 年 6 月 11 日 平成 21 年 6 月 19 日 8 

平成 21 年 6 月 21 日 平成 21 年 7 月 9 日 18 

平成 21 年 7 月 11 日 平成 21 年 7 月 17 日 6 

平成 21 年 7 月 24 日 平成 21 年 8 月 25 日 32 

平成 21 年 9 月 15 日 平成 21 年 11 月 3 日 49 

平成 21 年 11 月 10 日 平成 21 年 11 月 20 日 10 

平成 21 年 11 月 29 日 平成 21 年 12 月 22 日 23 

合       計 258 

平成 22 年 

平成 22 年 1 月 12 日 平成 22 年 2 月 23 日 42 

平成 22 年 3 月 2 日 平成 22 年 3 月 19 日 17 

平成 22 年 3 月 24 日 平成 22 年 4 月 25 日 32 

平成 22 年 5 月 12 日 平成 22 年 8 月 19 日 99 

平成 22 年 9 月 1 日 平成 22 年 9 月 21 日 20 

平成 22 年 9 月 28 日 平成 22 年 10 月 11 日 13 

平成 22 年 10 月 19 日 平成 22 年 11 月 18 日 30 

平成 22 年 11 月 22 日 平成 22 年 12 月 24 日 32 

合       計 285 
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期 間 
日本への 

入国年月日（A） 

日本からの 

出国年月日（B） 

日本滞在日数 

（※） 

平成 23 年 

１月１日 

～ 

同年 

10 月２日 

平成 23 年 1 月 8 日 平成 23 年 3 月 4 日 55 

平成 23 年 3 月 9 日 平成 23 年 4 月 28 日 50 

平成 23 年 5 月 17 日 平成 23 年 6 月 26 日 40 

平成 23 年 7 月 2 日 平成 23 年 7 月 27 日 25 

平成 23 年 8 月 1 日 平成 23 年 9 月 9 日 39 

平成 23 年 9 月 10 日 平成 23 年 9 月 16 日 6 

平成 23 年 9 月 19 日 平成 23 年 10 月 2 日 13 

合       計 228 

※日本滞在日数は、入国年月日（A）の翌日から出国年月日（B）までを計算している。 

 


